
千葉県最低賃金が改正されました 
千葉県内の事業場で働く全ての労働者（パート、アルバイト

等を含む）とその使用者に適用される千葉県最低賃金（地域別

最低賃金）が改正されました。 
 

令和４年１０月１日から 

時間額 ９８４円 

(従来の９５３円から３１円引上げ) 
 

【問合せ】 

千葉労働局労働基準部賃金室 ＴＥＬ ０４３－２２１－２３２８ 

茂原労働基準監督署 ＴＥＬ ０４７５－２２－４５５１ 

 

「親と子の料理教室」を開催します 
町食生活改善会では、毎年「親と子の料理教室」を開催して

います。料理を通して親子がふれあい、「楽しく」「おいしく」食べ

ることの大切さを見直してみましょう。皆さんのご参加をお待ちし

ています。 

【日程】１１月２６日（土）９：３０～１３：３０ 

【場所】御宿町保健センター 

【内容】講話・調理実習 

～ 献 立 ～ 

韓国風ミニのり巻き、白菜の塩麹ミルクスープ 

パインココナッツカップケーキ 

【対象】御宿町内の小学生とその保護者（家族） 

【定員】先着１２組 

【費用】無料 

【持ち物】 

エプロン、三角巾、手ふきタオル、筆記用具、室内用くつ 

【申込期限】１１月１０日（木） 

※新型コロナウイルス感染症の発生状況により、教室を中止す

る場合があります。 

【申込み・問合わせ】保健福祉課（食生活改善会事務局） 

TEL ６８－６７１６ 
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御宿町ブロック塀等撤去費補助金について 

地震等災害によるブロック塀等の倒壊事故被害を防止するた

め、道路に面した町内の住宅又は事業所の敷地内に存する危

険なブロック塀等の所有者に撤去費用について補助金を交付

します。 

【補助対象】 

道路から１．２ｍ以上の高さで控え壁や基礎がなく、塀に傾きや

ひび割れがある等の倒壊の恐れがあるもの 

※コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀 

【補助金額】 

下記のいずれか低いほうの金額 

（１） ブロック塀等の撤去に係る経費の２分の１以内 

（２） 撤去するブロック塀等１平米あたり１万円で上限は８万円 

【問合せ】建設水道課 TEL ６８－６６９３ 
 

地球温暖化防止活動推進員を 

         募集しています 
千葉県では、地球温暖化対策の普及啓発活動を行うボラン

ティアを募集しています。 

推進員は、節電やゴミの減量など自らの日常生活でできる温

暖化対策を行いながら、地域イベントへの参加や出前講座の講

師を務めるなど、さまざまな活動を行っています。 

あなたの特技や経験・ネットワークを生かして、地域で活動し

てみませんか。 

活動内容・申込等については千葉県地球温暖化防止活動推

進センターへお問い合わせください。 

【申請方法】 

下記ホームページより用紙をダウンロードの上、郵送またはFAX

でお申込みください。 

【受付締切】１０月３１日（月）まで  

【申請・問合せ】 

〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港 1-11-1 

千葉県地球温暖化防止活動推進センター 

TEL ０４３－２４６－２１８０ 

FAX ０４３－２４７－４１５２ 

HP https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/suishinin/r4boshuu.html 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ０４７０－６８－２５１２ 

https://www.town.onjuku.chiba.jp/  Twitter  @KohoOnjuku 

「成人式」に替わる名称が決定しました 
令和４年４月１日施行の民法改正により、成年年齢が２０歳か

ら１８歳に引き下げられました。これに伴い、成人式に替わる式

典の名称を募集した結果などを踏まえ、「御宿町二十歳を祝う

会」に決定しました。 

なお、今年度の「御宿町二十歳を祝う会」は令和５年１月７日

（土）を予定しています。対象者には１１月頃通知します。 

【問合せ】御宿町公民館 TEL ６８－２９４７ 

後期高齢者医療保険料の納期について 
 
 
 

※納期限を守り、納め忘れのないようにお願いします。 

金融機関での納付が困難な方は、訪問しますのでご相談くださ

い。 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７ 

「心配ごと相談所」を開設しています 
 

 

 

 

 

〇相談時間は、９：００から１２：００までです。 

〇来所の際は、マスクをご着用ください。 

〇相談時間中は電話での相談も受け付けています。 

〇来所の前には検温し、発熱等体調不良の場合は来所をご遠

慮ください。 

〇新型コロナウイルスの影響で地域福祉センターが休館の場

合は中止となります。 

【問合せ】御宿町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

第４期 第５期

１０月３１日（月） １１月３０日（水）
普通徴収

開 催 日 場 所 相 談 内 容

　１１／　２（水） 　地域福祉センター
　一般相談・行政相談
　障害者相談

　１１／２２（火） 　地域福祉センター 　一般相談・人権相談

HP 

 

▶  

https://www.pref.chiba.lg.jp/ontai/suishinin/r4boshuu.html
https://www.town.onjuku.chiba.jp/


歯周病検診はお済みですか 

町では、口腔疾患の予防や早期発見・早期治療を推進する

ために、歯周病検診を実施しています。 

実施期間は１１月３０日（水）までとなりますので、早めに行い

ましょう。 

※実施期間外の受診は全額自己負担となりますのでご注意く

ださい。 

【対象者】 

受診の前年度に 40 歳、50 歳、60 歳及び 70 歳に達した方 

（ただし、歯周病の治療中または歯が 1 本もない方を除く。） 

40 歳 昭和 56 年 4 月 2 日～昭和 57 年 4 月 1 日生まれの方 

50 歳 昭和 46 年 4 月 2 日～昭和 47 年 4 月 1 日生まれの方 

60 歳 昭和 36 年 4 月 2 日～昭和 37 年 4 月 1 日生まれの方 

70 歳 昭和 26 年 4 月 2 日～昭和 27 年 4 月 1 日生まれの方 

※対象者には５月末に個別に通知しています。 

なお、個別通知は令和４年５月１日現在の住民登録に基づき

発送しています。該当される方で令和４年５月１日以降に転入

手続きをされた場合は、お申し出ください。 

【実施期間】１１月３０日（水）まで 

【利用回数】実施期間中 1 回 

【自己負担額】４０歳・５０歳・６０歳の方 ５００円 

７０歳・対象者で生活保護の方 無料 

（基本的に検診当日は治療を行いませんが、治療等が必要とな

った場合は別途料金がかかります。） 

※実施期間外の受診や協力歯科医院以外での受診は全額自

己負担となりますのでご注意ください。 

【実施場所】夷隅郡市内 協力歯科医院 

※事前に予約が必要となります。 

【持ち物】通知文、保険証、自己負担額 

※通知文を紛失した場合はご連絡ください。 

【問合せ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８-６７１７ 

夷隅特別支援学校 

～後期学校公開のお知らせ～ 

【日時】１１月８日（火）・１５日（火） ９：２０～１１：３０ 

※２日間のうちどちらか１日の参加 

【場所】千葉県立夷隅特別支援学校（いすみ市楽町３０－１） 

【対象】令和５年度以降に本校への転入学を考えている方 

（夷隅郡市にお住まいの方） 

【内容】授業の様子や施設設備の見学及び教育相談（希望者） 

※少人数での見学・案内を予定しております。希望日について

はどちらか調整させていただきます。事前に電話などで確認を

お願いします。 

【問合せ】 

夷隅特別支援学校 特別支援教育コーディネーター 

ＴＥＬ ０４７０－８６－４１１１ 

 

調停手続き相談を実施します 
千葉家庭・地方裁判所 千葉一宮調停協会では、家事・民事

調停委員（弁護士を含む）による調停手続相談を実施します。 

調停とは、裁判所の調停委員が問題解決のため間に入り、話

し合いにより解決を図っていく制度です。 

・離婚、養育費、相続、扶養など家庭内の悩み事 

・金銭、土地、建物、交通事故などの悩み事 

などでお困りの方は、解決の糸口を見つけてみませんか？ 

【相談日】１０月２３日（日） 

【時間】１０：００～１５：００（１件あたり３０分程度） 

【場所】茂原市総合市民センター（茂原市町保１３－２０） 

〇秘密は守られます。 

〇直接会場にお越しください。 

〇新型コロナウイルスの感染状況によっては中止とすることがあ

ります。 

【問合せ】千葉家庭・地方裁判所一宮支部 

TEL ０４７５－４２－３５３１ 

所有地の適切な管理をお願いします 
空閑地や家の周辺の雑草、樹木を放置すると景観悪化だけ

ではなく、火災、事故、不法投棄、蚊やねずみの発生の原因、

キョン等の動物の住家になるなど、地域の衛生面や安全面に悪

影響を及ぼす原因となります。 

 空閑地等を管理せずに他者へ被害を与えた場合は、所有者・

管理者の責任が問われ、思わぬトラブルに繋がります。 

草刈等をご自身で行えない場合は、除草や剪定を行う事業

者やシルバー人材バンクなどを活用するなど、日頃から適切な

管理をお願いします。 

【問合せ】全町公園課 TEL ６８－６６９４ 
 

「いのちの輝き展」を開催します 
いのちの輝き展は、白血病、再生不良性貧血等の血液疾患

と闘いながらも、「生きたい」という強い意志を絵やメッセージに

込めた子どもたちの遺作や、患者とドナー（骨髄提供者）が交換

した手紙などの展示会です。 

骨髄バンクの原点のひとつである「ひとりでも多くの患者さん

の“いのち”を救いたい」という思いを、全国の皆さんに知ってい

ただくために「いのちの輝き展」を開催します。 

 この展示により多くの皆さんが骨髄バンクを知っていただく機

会となっております。ぜひお越しください。 

【開催期間】１１月２２日（火）～１２月６日（火）  

９：００～１７：００（月曜日、祝日を除く） 

【場所】御宿町公民館（ロビー） 

【問合せ】千葉骨髄バンク推進連絡会 

TEL ０４３－４９７－５０８３ 
 

広報掲載一部誤りについて 
９月号に掲載しました次の記事におきまして、一部誤りがあり

ましたのでお詫びし訂正します。 

９ページ「表敬訪問」の全国高等学校ホッケー選手権大会決

勝戦の会場について 

（誤）福島県立阿南光高等学校 

（正）徳島県立阿南光高等学校 

【問合せ】御宿町公民館 TEL ６８－２９４７ 


